
やめよう不法投棄、美しい阿賀野川をいつまでも
■令和7年度種類別ゴミ投棄割合 ■阿賀野川を守るために多くの労力が必要です

阿賀野川を美しく

するために、様々

な団体や自治会等

がボランティアで清

掃活動を行ってい

ます。

■ゴミの不法投棄は法律により厳しく罰せられます ■不法投棄の監視をしています ■発見したら連絡をお願いします

【連絡先】
国土交通省阿賀野川河川事務所

管理課 ＴＥＬ 0250（23）4367
胡桃山出張所 ＴＥＬ 025（386）7181
満願寺出張所 ＴＥＬ 0250（22）1132

ＦＡＸ 0250（23）3143
ＦＡＸ 025（388）3908
ＦＡＸ 0250（23）3778

https://www.hrr.mlit.go.jp/agano/

・ブラウン管テレビ
・液晶テレビ
・プラズマテレビ
・エアコン
・冷蔵庫
・冷凍庫
・洗濯機
・衣類乾燥機

【家電リサイクル品】

このマップの範囲内で不法投棄を見た、捨てられている場所がある等の情報があり
ましたら連絡をお願いします。

全件数 198件 ボランティア活動とは別

に令和７年４月～令和８

年３月までの一年間でゴ

ミ処理に使われた費用は

約５４８万円でした。処理

費は皆さんの多くの税金

が使われています。
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■ゴミ処理にはこんなに費用が掛かります ■不法投棄防止対策

・防止看板の設置

・監視カメラの増設

※特に不法投棄が多い箇
所については、今後追加
の対策を講じていきます

【河川法施行令】
３ヶ月以下の懲役または２０万円以下の罰金

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
５年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金またはこの併科

●不法投棄は、警察に通報する場合があります。

※家屋解体で出た壁材や木材などの廃棄物約２トンを阿賀野川
河川敷に不法投棄した者が令和元年５月に逮捕されました。

CCTV（監視カメラ画像）

【水ヶ曽根
地区】
０件（1件）

【馬下地区】
０件（1件）

【桑山地区】 ７件（4件）

【笹堀地区】 ６件（1件）

＝自転車・バイク

令和7年度ゴミマップ
R7.4～R8.3の間に河川巡視により把握できた件数

注）便宜上、地区名は大括りにしています。
実際の地区境界とは一致しない場合もあります。
不法投棄箇所には複数の種別ゴミが存在します。
洪水等による漂着物は除外しています。

【下山地区】 １０件（9件）

【本所地区】
３３件（17件）

【大渕地区】
７件（12件）

【小杉地区】
４件（6件）

【横越地区】
８件（6件） 【沢海地区】

１４件（5件）
【中新田地区】
１件（2件）

【新郷屋地区】
７件（2件）

【高山地区】 ３件（8件）

【松浜地区】 １０件（10件）
【新崎地区】
２件（4件）

【高森地区】
２４件（10件） 【大迎地区】

１０件（10件）
【灰塚地区】
６件（7件）

【深堀
地区】
１２件
（13件）

【沢海地区】
１件（5件）

【嘉瀬島地区】
３件（3件）

【千唐仁地区】
６件（3件）

【小浮地区】
１２件（5件）

【渡場地区】
２件（7件）

【小松地区】
０件（3件）

【羽下地区】 １０件（4件）

凡 例

＝可燃ごみ

＝粗大ごみ

＝不燃ごみ

＝家電リサイクル品

＝ビン・カン

＝タイヤ

＝自転車・バイク

※（ ）内の数字は前年度の件数

※ 内の数字は、ゴミの件数
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